




























�-平成30年度
$.;··:- 本部主催研修会（都民公開セミナー）を開催

平成 30 年度本部主催研修会（都民公
開セミナ ー ）の日程が決まりました。今回
のテ ーマは、「新制度からみる空き家・空
室対策とは～ 高齢者の需要とミスマッチ
を改善！ ～」 と「境界知識でトラブルを防
ぐ」で開催いたします。

開催日

7月 3日（火）

7月1 0日（火）

7月1 2日（木）

7月1 7日（火）

7月26日（木）

7月30日浬）

会場名

きゅリあん

板橋区立文化会館

文京シビックホ ー ル

なかのZERO

小金井宮地楽器ホ ー ル

オリンパスホ ー ル八王子

対象支部

城南ブロック

城北ブロック

中央ブロック、城東ブロック

城西ブロック

武蔵野中央、北多摩、
立川、国分寺国立、西多摩

調布狛江、府中稲城、
南多摩、八王子、町田

襟 東京都宅建協会・
恙 全宅保証会員のみなさまへ平成30年度会費納入のこ

＇
案内

毎年 4月 1 日時点で本会会貝資格を有す
る会員のみなさまは、毎年 6月30日までに、
右記のとおり会費を納入していただくことに
な ります。後日、本会から別途、ご案内いた
しますのでよろしく お願いいたします。

定款は各団体ホームペー ジでご覧いただけます。

団体名

（公社）東京都宅地建物取引業協会

（公社）全国宅地建物取引業保証協会

平成30年度会費

48,000円

6,000円

●東京都宅建協会ディスクロー ジャ ー http://www.tokyo-takken.or.jp/hatomark/disclosure.html 
●全宅保証ディスクロー ジャ ー http://www.hosyo.or.jp/zentaku/disclosure.php 

（公社）東京都宅地建物取引業協会
定款第8条

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員

は、社員総会において別に定める額の会費、及び理事会に

おいて別に定める額の入会金を支払う義務を負う。

会費徴収等に関する規約 第3条

毎年4月1日に会員資格を有する会貝（正会貝・準会員）は、

入会規約第12条第2号に規定する会費を毎年6月末日まで

に全額納付しなければならない。

（公社）全国宅地建物取引業保証協会
定款第9条

本会の会貝は、本会の経費として、総会において別

に定める会費を毎年納付しなければならない。

入会金·会費等に関する規則（会費）第4条

2毎年4月1日に会員資格を有する会貝（従たる事務

所を含む）は、それぞれの事務所が所属する地方本

部に年会費を6月末日までに全額納付しなければな

らない。

●東京都宅建協会ホームページ
の会員専用ユ ー ザ ー 名とパス
ワー ドは次のとおりです。

：●全宅連・重要事項説明書等の
ユーザー名 totaku : 

・ ダウンロ ー ドページのユーザー名
パスワー ド totaku : とパスワー ドは次のとおりです。

ユーザー名 zentaku"'
パスワー ド zentaku 

行政書士ADRセンター東京
「春の無料相談キャンベーン」を実施

行政書士ADRセンタ ー 東京は「賃貸住宅の敷金返還•原状回復トラブル」をテ ーマに、6月12日と
23日に無料相談を実施します 。一般の方だけ でなく、不動産会社の方もご相談いただけます 。

●相談実施日：6月1 2日（火）1 4時-2 0時•6月23日（土）1 0時,...,, 7時
●予約受付：4月3日（火）-6月1 9日（火）の火・木・土曜日1 0時-1 6時

※相談希望日の4日前までにこ予約ください。 ※相談時間は1組30分程度です。

●相談会場：行政書士会館
●対象：東京都内にある居住用賃貸住宅の敷金返還・原状回復を巡るトラブルでお困りの方
●予約・問合せ：行政書士ADRセンタ ー 東京 TEL. 0 3 - 5 4 8 9 - 7 4 4 1 (D http:/ /adr.tokyo-gyosei.or.jp/ 
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